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実習の実施における滋賀県、研修センター、実習受入事業所の主な役割 

 「介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針」（厚生労働省）より一部改編 

滋賀県 

研修センター 

実習生 
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特定事業所加算について 

「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（厚労省）」 
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模擬ケアプラン作成実習の実習協力者について 

参考「実務研修ガイドライン」＜実習協力者に必要な条件＞ ※一部抜粋し追記修正 
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1日目

2日目

3日目

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目 訪問

事前の実習目標の設定 *振り返り、最終振り返りは受講者全員で実施。

事後の振り返り

17:30-

訪問担当者会議

振り返り

事務所における最終振り返り

振り返り

9:00- 10:30- 13:00-

昼
休
憩

事務所における
オリエンテーション

振り返り

17:30-

ケア会議

訪問

担当者会議

ケア会議

事務所における
オリエンテーション

振り返り訪問

振り返りに

向けてのまとめ

昼
休
憩

9:00- 10:30- 13:00- 14:30-

事務所における最終振り返り

担当者会議

16:00-

14:30- 16:00-

実習期間・日数・総時間数について 

 「介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針」（厚生労働省） 

様式２－１ 実習計画書  実習スケジュールの組み立て                     

「介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針」（厚生労働省） 
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準備 

実施 

フォロー 

１）実習の受け入れ環境の準備 

２）実習指導者選定・実習計画作成と調整 

３）事業所内の実習オリエンテーション・訪問に向けた事前準備 

４）同行訪問を通じた指導・記録の作成支援・模擬プラン助言 

５）実習後の振り返り・受講者へのフィードバック 

６）実習の実施全体の評価・振り返り 
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＜問い合わせ先＞ 

〒525-0072 

滋賀県草津市笠山七丁目８－１３８ 

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

滋賀県社会福祉研修センター  （担当）山口 永田 

ホームページアドレス 

TEL 077-567-3927 ／ ＦＡＸ 077-567-3910

様式７「実習受入証明書」に必要な要件について                      

「介護支援専門員養成研修における実習受入に関する指針」（厚生労働省）より 

 


